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区域界

市街化区域

区域図(1/2)
名称

中井地区

中井地区

中井地区

中井橋

林
田
川

主要地方道　
姫路上郡線

大池

市街化区域

凡　例

特別指定区域

地縁者の住宅区域

新規居住者の住宅区域

地域振興のための工場区域

地縁者の住宅区域

地域振興のための工場区域

新規居住者の住宅区域

備考(特別指定区域の名称)予定建築物等の用途

条例別表第3の2の項に規定する建築物

条例別表第3の6の項に規定する建築物

条例別表第3の1の項に規定する建築物

「区域界の内にある農用地区域、甲種農地及び第1種農地は、区域から除く。」


